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きずな きずな 
戸出七夕まつりに行ってきました！ 

車窓からまつりの風景を眺めて 

いただきました。短い時間では 

ありましたがドライブを 

楽しんでいただきました♪ 

七
夕 ドラ

イ
ブ 

今日は何の日？ 

～夏バテ防止献立～ 

今日は何の日？

～夏バテ防止献立～

 
＊メニュー＊  

ひじきの炊き込みご飯 

味噌汁 

天ぷらの盛り合わせ 

きゅうりともやしのナムル 

スイカ 

行事予定 行事予定

7日 高校生バスツアー 

9日 小学生バスツアー 

25日午前 高岡市総合防災訓練 

25日午後 夏祭り in 鳳鳴苑 

27日 苑内火災訓練 

神嶋 禮次郎 様  佐野 笑子 様 

小川 丕佐美 様  子浦 典子 様 

太田 亜津子 様  山岸 貞子 様 

  又辺 静枝 様 

神嶋 禮次郎 様  佐野 笑子 様 

小川 丕佐美 様  子浦 典子 様 

太田 亜津子 様  山岸 貞子 様 

  又辺 静枝 様 

2日 シェイクアウトとやま 

9日 法話会 

18日 敬老のつどい 

18～19日 趣味の作品展 
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法
話
会 

高参寺 土原行晴住職に 

ご来苑いただきました。 

皆様、住職のお言葉に 

耳を傾けておられました。 

高齢社会と言われる昨今、高齢者の増加に

伴い成年後見制度を必要としている方も増加

しています。今回は、成年後見制度とは 

どのような制度なのかご紹介します。 

成年後見制度について 

生活相談課より 

成年後見制度とは…？ 

 

 

 

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し 

支援する制度のことです。 

成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に開始する法定後見制度と、 

判断能力が不十分になる前にあらかじめ後見人を決めておく任意後見制度の２つの 

制度があります。今回は、法定後見制度について説明します。 
 

 法定後見制度の流れは…？ 

準備

•申立人を決める。
(申立人は本人または本人の四親等以内の親族がなることが多い。)

•申し立てに必要な書類(診断書や財産がわかる書類)を準備する。

申し立て
•本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行う。

調査

•家庭裁判所の調査官が本人や関係者と面談を行い、提出した書類に

•記載された内容をもとに本人の状況などについて確認が行われる。

決定

•後見人が決定される。

•家庭裁判所が必要と認めた場合には、後見人を監督する

•「後見監督人」が選任される場合もある。

制度を開始するには…？ 基
本
理
念 

 

一
、 

高
齢
者
の
生
活
と
人

権
を
尊
重
し
、
公
正

で
開
か
れ
た
施
設
運

営
に
努
め
ま
す
。 

二
、 

高
齢
者
が
地
域
で
安

心
し
て
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
拠
点
施

設
と
な
る
よ
う
に
努

め
ま
す
。 

三
、 

施
設
は
、
利
用
者
の

社
会
生
活
の
場
と
し

て
位
置
づ
け
、
安
全
で

安
心
し
た
日
常
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る

環
境
づ
く
り
に
努
め

ま
す
。 

四
、 

職
員
は
、
常
に
満
足
の

い
た
だ
け
る
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
で
き
る
よ
う
に

励
み
、
地
域
社
会
活

動
に
も
積
極
的
に
関

わ
り
、
地
域
か
ら
求
め

ら
れ
る
施
設
と
な
る

よ
う
に
努
め
ま
す
。 

まずは、地域の相談窓口までお問い合せください！ 
＜相談窓口＞ 

・お近くの地域包括支援センター 

・一般社団法人 富山県社会福祉士会 ぱあとなあ富山 
・高岡市社会福祉協議会 呉西地区成年後見センター  など 

本人に代わってお金の管理をしたり、介護サービスなどの 
契約を結んだりすることで、生活をサポートしていきます！ 

 

 

 

 

ありがたい 
 お言葉だね～ 

帰命無量寿如来～ 


